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公益財団法人千里リサイクルプラザ嘱託職員給与規則 

 

制  定 平成２６年４月 １日  規則３ 

最近改正 平成２９年３月２８日 規則２ 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、公益財団法人千里リサイクルプラザ嘱託職員就業規則（平成 26 年規則第 2

号。以下「就業規則」という。）第 27 条の規定に基づき、公益財団法人千里リサイクルプラザ

（以下「プラザ」という。）に勤務する嘱託職員（以下「職員」という。）の給与に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

 （給与の定義） 

第２条 この規則において給与とは、給料、役付手当、時間外勤務手当、通勤手当及び賞与をいう。 

 （給料） 

第３条 職員の給料は、その職務の等級に応じた額とする。 

２ 職員の職務の等級は経験年数、能力、勤務状況等に鑑みて、理事長が決定するものとする。 

３ 標準的な職務表は別表第１のとおりとする。 

４ 給料表は別表第２のとおりとする。 

 （給料支給の始期及び終期） 

第４条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給する。 

２ 職員が退職又は死亡したときは、その当月分の給料の全額を支給する。ただし、解雇又は免職

された場合においては、その当日までの分を日割りによって支給する。 

３ 前２項に規定する日割りについては、その月の現日数から週休日及び休日の日数を差し引いた

日数を基礎として、その月に勤務した日数の日割計算により支給する。 

 （給与の支給方法） 

第５条 給料及び通勤手当は毎月１回、15日にその月の全額を支給する。 

２ 役付手当及び時間外勤務手当は毎月１回、15日に前月の全額を支給する。 

３ 前２項に定める日が日曜日、月曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律

（昭和 23 年法律第 178 号）第３条に規定する休日（以下「日曜日等」という。）に当

たるときは、その日の直前の日曜日等でない日に支給する。 

４ 職員が退職又は死亡したときは、前項の規定にかかわらず、支給日前に支給するこ

とができる。 

５ 災害その他特別の事情があるときは、支給日を変更することができる。 

６ 給料の支給を受けたものが、その支給を受けた後において給料を増額又は減額され

た場合には、次期以降の給料支給の際に精算する。 

７ 給与は、職員の申出により、一部又は全部を口座振替の方法により支給することが

できる。 

（役付手当） 

第６条 管理又は監督の地位にある職員については、役付手当を支給する。 

２ 前項の役付手当を支給する職員の範囲及び月額は、次のとおりとする。 

(1) 事務局長   月額 ３０，０００円 

(2) 研究所長   月額 ２０，０００円 
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３ 役付手当支給の始期及び終期は、給料支給の例による。ただし、昇任、降任等によ

り役付手当の額に異動が生じた場合は、日割によって支給する。 

４ 職員が２以上の職を兼ねるときの役付手当の額は、それらの職に支給される手当の

うち最高の額を支給する。 

５ 職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかったときは、役

付手当は支給しない。 

（時間外勤務手当） 

第７条 職員が正規の勤務時間を超えて勤務した場合には、その全時間に対して、１時間につき第

11条に規定する勤務１時間当りの給料額の 100分の 125から 100分の 150の範囲内で理事長が定

める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。 

２ 第３条第３項に規定する第１等級から第４等級の職員については、前項の規定は適用しない。 

（通勤手当） 

第８条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。 

ただし、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメ－トル未満である職員

を除く。 

(1) 通勤のため交通機関を利用して、その運賃を負担する職員 

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具を使用する職員 

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ自動車その他の交通用具を使用す

る職員 

２ 週５日勤務の職員の通勤手当の額は、次に掲げる額とする。 

通勤手当の額は、６か月を超えない範囲内で、月の１日からその月以後の月の末日までの期間

として理事長が定める期間（以下「支給対象期間」という。）につき、次の各号に掲げる週５日

勤務の職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。  

(1) 前項第１号に掲げる週５日勤務の職員 理事長の定めるところにより算出したその者の支

給対象期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額Ａ」という。）（支給

対象期間内にその月に係る運賃等相当額Ａが 55,000 円を超える月があるときは、当該月に係

る運賃等相当額Ａを55,000円として算出した額を限度額とする。） 

(2) 前項第２号に掲げる週５日勤務の職員 次に掲げる週５日勤務の職員の区分に応じて、そ

れぞれ次に掲げる額に支給対象期間の月数を乗じて得た額 

ア 自動車等の使用距離（以下この号において「使用距離」という。）が片道２キロメートル

以上５キロメートル未満である週５日勤務の職員 2,000円 

イ 使用距離が片道５キロメートル以上10キロメートル未満である週５日勤務の職員 

4,100円 

ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である週５日勤務の職員 

6,500円 

エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である週５日勤務の職員 

8,900円 

オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である週５日勤務の職員 

11,300円 

カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である週５日勤務の職員 
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13,700円 

キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である週５日勤務の職員 

16,100円 

ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である週５日勤務の職員 

18,500円 

ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である週５日勤務の職員 

20,900円 

コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である週５日勤務の職員 

21,800円 

サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である週５日勤務の職員 

22,700円 

シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である週５日勤務の職員 

23,600円 

ス 使用距離が片道60キロメートル以上である週５日勤務の職員 24,500円 

(3) 前項第３号に掲げる週５日勤務の職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで

徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等

の事情を考慮して理事長の定める区分に応じ、前２号に定める額（支給対象期間内にその月に係

る前２号に定める額が 55,000 円を超える月があるときは、当該月に係る運賃等相当額Ａを

55,000円として算出した額を限度額とする。） 

３ 週 4日勤務の職員の通勤手当の額は、次に掲げる額とする。 

(1) 第１項第１号の週４日勤務の職員 １か月の定期運賃の額、又は１か月の通勤に

要する回数券の額のうち、低いほうの額（その額が 55,000 円を超えるときは、

55,000円とする。以下「運賃等相当額Ｂ」という。） 

なお、１か月の通勤に要する回数券の額は、次の算式による。（円未満切り捨て） 

    回数券代金      週当りの勤務日数×５２  
  ―――――――― × ――――――――――――― × ２ 
   回数券の枚数         １２       

(2) 第１項第２号の週４日勤務の職員 前項第２号に掲げる額（「週５日勤務の職員」

とあるのは「週４日勤務の職員」と読み替えるものとする。） 

(3) 第１項第３号の週４日勤務の職員 運賃等相当額Ｂ及び前号による額の合計額

（その額が 55,000円を超えるときは、55,000円とする。） 

４ 通勤手当は、支給対象期間の初日の属する月の給料の支給日に支給する。ただし、

当該支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日に支給するこ

とができないときは、その日以降に支給することができる。 

５ 前４項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に

関し必要な事項は、理事長が定める。 

 （賞与） 

第９条 賞与は、6 月 1 日及び 12 月 1 日（以下この条においてこれらの日を「基準日」という。）

にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前の６か月の在職期間を考慮し、それぞれの基準日の

属する月の理事長が別に定める日に支給する。これらの基準日前１か月以内に退職し、若しくは

失職し、又は死亡した職員についても、同様とする。 
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２ 前項の規定により賞与の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職

員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。  

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第 42 条第４号の規定に

より懲戒免職の処分を受けた職員  

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第 14 条の規定により失

職した職員 

(3) 基準日前１か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した

職員で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの 

(4) 基準日に在職し、若しくは基準日前１か月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した者

で、これらの日において就業規則第４１条の規定の適用を受け停職中の職員 

３ 賞与の額は、第３条に定める給料の月額に、別表第３（表１）に定める割合を乗じて得た額に、

基準日以前６か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、別表第３（表２）に定

める割合を乗じて得た額とする。 

４ 前項の在職期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する 

(1) 負傷又は病気以外の理由により、職員が１か月の所定の勤務日数以上を欠勤した場合には、

当該職員の１か月を単位とした期間 

(2) 職員就業規則第９条の規定の適用を受けた休職期間 

(3) 職員就業規則第42条第３号の規定の適用を受けた停職期間 

５ 基準日以前より引き続いて３か月以上を負傷又は病気により欠勤している職員には、前４項に

よる支給額の100分の80を支給する。 

６ 前各項の場合において、前年度より引き続き委嘱された職員は継続して在籍しているものとみ

なす 

７ 支給日に賞与を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の

各号のいずれかに該当する場合は、当該賞与の支給を一時差し止めることができる。 

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件

に関して、その者が禁錮以上の刑が定められている犯罪で起訴され、その判決が確定していな

い場合 

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件

に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した

事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対して賞与を支

給することが、プラザに対する信頼を確保し、賞与に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持

する上で重大な支障を生ずると認めるとき。 

（端数計算） 

第 10 条 第７条及び第 12 条の規定による算定の基礎となる時間数は、その月の全時間数（支給割

合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとの全時間数）によって計算するものとし、

この場合において 30 分未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、30 分以上１時間未満の端数

を生じたときはこれを切り上げるものとする。 

 （勤務１時間当りの給料額の算出） 

第 11 条 勤務１時間当たりの給料額は、職員の区分により次の各号の算式によって得た額とする。

（円未満切り上げ） 
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(1) 週５日勤務の職員 

給料月額×１２（月） 

１週間の勤務時間×５２(週) － （１日の勤務時間×２０(日)） 

 

(2) 週4日勤務の職員 

給料月額×１２（月） 

１週間の勤務時間×５２(週) － （１日の勤務時間×２０(日)×４/５） 

 

 （給料の減額） 

第 12 条 職員が、就業規則第 21 条の規定による遅刻、早退及び欠勤その他の事由により、同規則

第 29 条の規定による勤務時間中に勤務しなかった場合には、給料を支給することについて所属

長の承認があった場合を除き、その勤務しなかった１時間につき、前条に規定する勤務１時間当

りの給料額をその月の給料額から減額して支給する。この場合において減額する給料額は、その

月の給料の額を限度とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、１日も勤務しなかった月の給料は支給しない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、職員就業規則第 33 条に規定する病気休暇の承認を受けた職員が 

1 の年度において病気休暇の日数が通算３０日を超えたときは、その超えた病気休暇に係る日の

給料は支給しない。 

（委任） 

第13条 この規則で定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日等） 

１ この規則は、平成26年4月1日から施行する。 

２ 公益財団法人千里リサイクルプラザ嘱託職員給与規則（平成 18 年理事長決裁規則第 2 号）及

び公益財団法人千里リサイクルプラザ非常勤職員給与規則（平成 10年理事長決裁規則第 2号）は、

この規則の施行後に廃止する。 

３ 公益財団法人千里リサイクルプラザ役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規則（以下、

「役員等の報酬等に関する規則」という。）第４条第２項の準用規定については、役員等の報酬等

に関する規則が評議員会において改正されるまでの間、「公益財団法人千里リサイクルプラザ嘱託

職員給与規則（平成 19 年理事長決裁規則第 1 号）」とあるのは「公益財団法人千里リサイクルプ

ラザ嘱託職員給与規則（平成26年規則第3号）」と読み替えるものとする。 

附 則（平成２８年３月２４日 規則 １） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月２８日 規則 ２） 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 
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別表第１ 

 

等 級 別 標 準 職 務 表  

 

職務の等級 標準的な職務 

第１等級 事務局長の職務 

第２等級 理事（研究所長）の職務 

第３等級 次長（総括参事）の職務 

第４等級 参事の職務 

第５等級 主幹の職務 

第６等級 主査の職務 

第７等級 係員の職務 
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別表第２ 

 

給 料 表 

（単位：円） 

職務の等級 
給 料 月 額 

週５日勤務の職員 週４日勤務の職員 

第１等級 270,900 216,700 

第２等級 259,300 207,400 

第３等級 247,600 198,100 

第４等級 243,800 195,000 

第５等級 236,000 188,800 

第６等級 232,100 185,700 

第７等級 224,300 179,500 
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別表第３ 

（表１） 

支給月 支給割合 

６月 100分の105 

１２月 100分の120 

 

（表２） 

在職期間 支給割合 

６か月以上 100分の100 

５か月以上６か月未満 100分の 80 

３か月以上５か月未満 100分の 60 

３か月未満 100分の 30 

 


